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～健康づくりに関する情報や袋井市のイベント情報等を毎月お知らせします。～

なくそう、望まない受動喫煙！

袋井市健康経営チャレンジ事業所

#2961
ふ く ろ い

平成30年に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、静岡県においても「静岡県受動喫煙防止条例」

を制定し、それぞれ段階的に施行され、令和２年４月１日から全面施行されます。これにより、望まない受動

喫煙を防止する取組は、マナーからルールに変わります。

受動喫煙とは・・・
人が他人の喫煙により、たばこから発生した煙や蒸気にさらされるこ

とをいいます。煙や蒸気には、多くの有害物質が含まれており、深刻な

健康被害のリスクをもたらします。

健康に及ぼす影響として、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突

然死症候群(SIDS)、ぜん息などにつながることが科学的観点からも推定

されており、受動喫煙を受けなければ、年間約15,000人が死亡せずに済

んだとの推計もあります。

規制の対象となるたばこ

喫煙用たばこ

（紙巻、葉巻、パイプ、

刻み、加熱式）

健康増進法の改正は、以下のような３つの基本的な考え方を趣旨として、関係する権限を有する人々が講ず

る措置を定めたものとなっています。

【１】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙による健康影響と喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内のおいて、受動喫煙にさらされ

ることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動

喫煙をなくす。

【２】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

20歳未満の者、患者等は受動喫煙による影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者と

なる施設や屋外での受動喫煙対策を一層徹底する。

【３】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや受

動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務

などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、

事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

健康増進法における３つの基本的な考え方（改正の趣旨）

受動喫煙をなくすため、段階的に施行されています！



問い合わせ ： 袋井市 総合健康センター 健康づくり課 健康企画室
電話 ： 0538-84-6127 E-Mail ： kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

「認知症サポーター養成講座」を開催しませんか？
認知症サポーター養成講座とは？
厚生労働省が「認知症を知り地域を作るキャンペーン」の一環として、認知症を正しく理解し認知

症の人とその家族を温かく見守る応援者を要請するために実施する講座です。

受講者には、「認知症の人を支援します」という意思表示の目印となる「オレンジリング 」が

渡され、「認知症サポーター」となります。

講師が出張し、出前で講座を開催します！
対象：地域の各種団体や企業、学校、友人同士の集まりなど（袋井市内在住または在勤の方）

時間：１時間～１時間30分

講師：キャラバン・メイト（全国キャラバン・メイト連絡協議会登録者）

内容：認知症の症状や診断・治療について、認知症予防や認知症の方と接する時のポイントなど

希望される団

体・企業には

ミニ看板もお

渡しします


